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（午前１０時００分 開議） 

１．委員長（岡田伴昌）  おはようございます。本日は総務文教常任委員会を招集したところ、ご参集

いただきありがとうございます。 

        この際、傍聴人に申し上げます。 

        委員会においては、交野市議会委員会条例第１６条の規定に基づき、撮影及び録音を禁

止するとともに、傍聴人の守るべき事項等を遵守願います。 

        ただいまから総務文教常任委員会を開きます。 

        まず、本日の委員の出席状況の報告及び配付資料の説明を事務局から受けることとしま

す。 

１．事務局長（中村健一）  おはようございます。本日の委員の出席状況を報告申し上げます。本日の

会議出席委員は８名で全員出席でございます。 

        次に、配付資料について説明します。 

        まず、議案書、参考資料及び追加で請求した資料は、本会議フォルダ内の令和８年第２

回議会（６月定例会）フォルダにあります議案書・参考資料フォルダに格納しています。

また、その他の資料は総務文教常任委員会フォルダ内のＲ０８０６１８フォルダに格納し

ていますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

        出席状況の報告及び配付資料の説明は以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  あらかじめ申し上げます。本委員会に付託されている議案第４８号及び議案

第４９号は、資料請求希望がなかったため、本日、案件２、資料請求については行わず、

付託案件審査を行います。 

        理事者から挨拶がありましたらどうぞ。 

１．市長（山本 景）  皆さん、改めましておはようございます。 

        本日は、大変お忙しい中であるにもかかわらず、総務文教常任委員会を開催くださいま

したこと、委員の皆様には心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。また、開

催場所に関しましては、別館につきましてはチームが１階、３階の移転をしていまして、

ちょっと皆様にはご不自由をおかけをする点に関しましては、多くを広めているところで

ございます。 

        去る４日並びに１２日の本会議に提案をいたしまして、本委員会に付託されました案件

につきましては、ご審議を皆様にお願いをするところでございます。 

        具体を申しました令和７年度一般会計の補正予算に関する専決処分事項報告が１件、条

例制定に関する議案が１件、条例一部改正に関する議案が３件、訴えの提起に関する議案

が１件、工事請負契約の締結に関する議案が１件、令和８年度一般会計補正予算に関する

議案が２件、以上の９件でございます。 

        何とぞ慎重なるご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げまして、簡単では

ございますが、委員会開催に際しましてのご挨拶といたします。よろしくお願いいたしま

す。 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは、これより議事に入ります。 

        本日の案件は、先日ご通知したとおりです。 

        まず、案件１の付託案件審査についてを議題とします。 

        本委員会に付された各議案は、議事整理の都合上、お手元に配付の順序にて審査したい
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と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認め、そのように議事を進めます。 

        質疑に際し、理事者からの議案説明は省略したいと思います。また、各委員はあらかじ

め初めに資料のページ数等をお示しください。なお、質疑及び答弁は、挙手の後、発言の

許可を受け、できるだけ簡潔明瞭に行っていただきますようお願いします。 

        それでは、本委員会に付託されています議案第４２号 令和８年度交野市一般会計補正

予算（第１号）についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。 

        まず、審査順序１、総務管理費に関する質疑を行います。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

        まず、請求資料の１０ページのところなんですけれども、９ページ、１０ページの弁護

士のアドバイザリー業務委託ということで、今回のハラスメント事案を受けて、今後は、

通報があった後に弁護士の方に調査実施の部分等についてご意見をいただくというところ

のプロセスというのは大事だというふうに思うんです。 

        その後の１０ページのハラスメント行為に起因する内部通報事案の流れの一例というこ

とでフロー図が示されているところなんですけれども、今後、通報があって弁護士さんか

らご意見聞いて調査が必要となった場合、被害者、行為者の調査をした後、分限懲戒審査

委員会の流れの中で、右側にちょっと付け足しのような感じで事案によっては第三者調査

委員会に諮問するというようなことが書かれているんですけれども、これ、議会のほうか

ら要望させてもらっているのは、通報があって弁護士が調査が必要だということになれば、

もう全て第三者委員会のほうにかけていくようにしましょうと。途中で内部のほうで何か

判断のミスがあったりとか止まってしまったりしないように、全て第三者委員会のほうに

判断してもらうような流れにしていくべきじゃないかということで議会のほうから要望さ

せてもらっていたんですけれども、これはそういう流れではなくてということなのか、そ

のあたりをお聞かせください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        資料の見え方があたかも時系列上、最後になって第三者委員会が登場するように見えて

しまっている部分があるのですが、これはフローのどの段階を問わず、例えば通報があっ

た段階で、おっしゃるように弁護士さんの判断、これはもう第三者委員会にかけるべきだ

ろうとかいう案件でしたら最初から第三者委員会にいくと、そういったことを想定してい

るものでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  被害者、行為者とされる方の調査が必要な場合は、全て第三者委員会につなげ

るという流れにはなっていないんでしょうか。全件です。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        第三者調査委員会のほうを使うかどうかという、全件というふうなことでは、そこはあ

くまで専門家の弁護士のほうにご判断いただいて、事案の重大性であったりですとか、

様々な事象を総合考慮して第三者委員会による完全に客観的な調査がふさわしいという案

件でしたら第三者委員会に諮問する、そういったところを想定しております。 

１．委員（皿海ふみ）  例えば、この流れの一例でいくと、分限懲戒審査委員会が開かれるといったら、
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何らかのハラスメント行為があったという確認がされているような事例かなと思うんです

けれども、そういった場合でも第三者委員会にかからないこともあり得るというような認

識でしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        事案の重大性であったり社会的影響の大きさであったりですとか、あるいは調査の状況、

例えば行為者も被害者も全て証言が完全に一致していて証拠も整っている、これ以上悩む

必要もないような状況に関してであれば、第三者委員会を開かないといったケースもあり

得るのかなと感じております。 

１．委員（皿海ふみ）  そこのところが今回の教訓を反省して繰り返さないという中で、内部で判断を

してしまうことで判断のミスがあったり忖度があったりだとか、弁護士さんの判断をいた

だくにしてもそれが外からなかなか検証がしにくいという中で、内部で止まってしまった

んじゃないというような期限の余地を残さないためにも、全て第三者委員会で判断しても

らう、見るからにこれはどうかなというような案件であってもそういう第三者に判断して

もらうという仕組みづくりが必要じゃないかということで議会からも要望させてもらって

いますので、そこはもう少し制度設計の見直しというのも進めていただきたいと思います。 

        それと、９ページのところでハラスメント処理委員会を開催するかどうかということも、

アドバイザリー業務の中でご意見いただくということなんですけれども、ハラスメント処

理委員会の構成は、今、副市長、総務部長とか、庁内の職員だけだと思うんですけれども、

そこについてはどうお考えなんでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        確かに、現時点では内部委員会に過ぎません。今回の一連の件を踏まえたときに、じゃ、

内部での委員会での判断というのはどうするのかと考えたときに、今後の課題の一つとし

ては、ここに外部委任を導入していくといった方向性の検証が必要であると考えておりま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  今後、委員会から要望させてもらっているのは、ハラスメント防止指針に従っ

て、相談があったときにこちらも全部ハラスメント処理委員会に流していくというのと、

ハラスメント処理委員会自体が職員ではなく、第三者だけで構成していくような方向にす

ることが必要じゃないということで要望していますので、そこのところも議会の要望を受

け止めていただいていない面があるかなというふうに思うんで、運用に当たってもう少し。 

（「違う」と呼ぶ者あり） 

１．委員（皿海ふみ）  違いますか。 

（「違うと思う」と呼ぶ者あり） 

１．委員（皿海ふみ）  違った。 

（「全然違います」と呼ぶ者あり） 

（「要望されているんですよね」と呼ぶ者あり） 

１．委員（皿海ふみ）  何か違いますか。 

１．委員長（岡田伴昌）  委員会の中ではないんで、そのまま発言を続けてください。 

１．委員（皿海ふみ）  議会の意見もよく検討いただいて、改善すべきところはしていっていただきた

いというふうに思います。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 
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１．委員（黒田 実）  私のほうからも、今の流れで、参考資料でいくと１４５ページ、ハラスメント

防止制度等に係る弁護士アドバイザリー業務委託と、これについて確認をしたいと思いま

す。 

        まずは、そもそもということで、現在、市は、法的サポートを法務職として顧問弁護士

さん、それから、職員としても法務職を採用している、登用している。一定法的サポート、

要するに弁護士さんの雇用があるという中で、今回さらに、当然これは補強するというよ

うな意味合いになろうかと思うんですが、今、この時期にというのは、まだ、これ答申、

第三者委員会の報告、１回も確認できていない。課題がどこにあるんかということもまだ

我々としては共有できていない中でこういう補強を先行してやられるということなので、

そのあたりについてのまず説明をお願いしたいと思います。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        今回の内部通報の一連の件をめぐって、結果として１年間放置していると言われても仕

方のないような状況になってしまうことを踏まえたときに、まず、我々に対する職員であ

ったり市民であったりの信頼ということに目を向けたときに、やはりこういうふうな形で

外部の方が関わったほうが皆さんも安心して通報あるいは相談することができるのではな

いかと、そういった思いから率先してこちらのほうからこういう取組ができたというとこ

ろで提案をさせていただいたものでございます。 

１．委員（黒田 実）  外部の方が関わっていただいたほうがより通報の安心があるのではないかとい

う趣旨なんですけれども、では、先ほどの追加資料で１０ページ、従来と今後ということ

で示していただいているんですけれども、従来はこういう流れでしたということなんです

が、ちょっと確認したいんです。通報から被害者とされる者、行為者とされる者、いわゆ

る調査で最終的には分限懲戒と、その度合いによってはということなんです。従来という

か、先ほど今回の内部通報、パワハラの一連の問題を背景にということです。 

        当時、本市においては法務職もおられたと。顧問弁護士もおられたと。外部の方より第

三者性ということなのかもしれないですけれども、当時、法務職の方々にも相談をなさっ

たんですか、そういう内部通報。今回はハラスメント行為に起因する内部通報事案、人事

案件というのは、別にこれだけに限らないんです。あるいは内部通報だけじゃないです。

本人が直接人事課にこんな被害を受けました。これ、内部通報どころか直接被害届です。

ということなんですけれども、いわゆる内部通報事案、かつての件でこのあたり法務相談

等しっかりなさったんですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        当時、顧問弁護士のほうには相談のほうをしております。法務職も、当時は１名体制で

女性の法務職が１人、今もおるんですが、ただ、当時ちょうど通報があった少し後から産

休・育休に入ることが予定されていたのもあって、以後の実質的な段階のところの管理に

関しては、どちらかというと顧問弁護士との相談を主体に進めさせてもらっておりました。 

１．委員（黒田 実）  顧問弁護士さんなのか、あるいはまた長期休暇前シカの法務職のタイミングだ

ったのかもしれない。いわゆるしっかりと法的サポートは整えている中で、法務相談は顧

問弁護士さんになさったということですけれども、要は、そうするともう一度聞きますが、

それではやっぱり不十分だと。補強するというのは、要はそれでは不十分だというからそ

れなりに補強するということであって、顧問弁護士さんであろうが、法務職の職員さんで
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あろうがいいんですけれども、そのあたりの認識はどうなんですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        もちろん従前どおり、顧問弁護士のほうにも相談は一定していく中で、もちろん複数相

談先があったらセカンドオピニオン的な使い方もできるというところも、補強の余地もご

ざいますが、何よりも重要なのは、これまで以上に第三者的な立ち位置にいる弁護士さん

が関わることによって、安心して皆さんが通報、相談できると、そういった環境の醸成が

一番重要であると考えており、今回の提案に至ったものでございます。 

１．委員（黒田 実）  安心して相談できる体制というのは大事だと思うんですけれども、ちょっとそ

こはまだ私はしっくりとこないんです。じゃ、十分に機能していなかったのかと。これは

もう第三者委員会の報告を待たないと仕方がない。中でどういうことが起こっていたんだ

ということなので、やっぱり早急に出していただきたいんです。 

        それで、今後、ここにおいて弁護士相談ってあるんですけれども、これ、各それぞれの

プロセスにおいてしっかりと実施の調査方針を相談する。資料では、やはり指導、助言を

いただくということなんですけれども、それはそれで指導、助言をいただく。ちょっと気

になるのは、要するに、当然関わった職員さんも含めて、指導、助言だけじゃなくて適正

に公平・公正に調査に関与したかどうかということは、これチェックは要ると思うんです。

監督ですね。 

        分かりやすく言います。もしそういう事案が発生した場合、その訴え出た方と、あるい

は行為者とされる者と、むやみやたらと調査に関わる人間が業務上であっても関わるべき

では私はないと思うんです。そこにいろいろなことが、やり取りが行われて、結果、事実

が、例えば湾曲されるだとか、まあまあちょっと穏便に、これ例えです、分かりやすく言

うと。 

        つまり、そのプロセスにおける公平・公正がしっかりと保たれた中で調査が進められて

いるというのは、これはもう指導、助言だけでは確保できない。しっかりとそれはチェッ

クがなされてなければです。あるいは、これも庁内だけじゃないです。プライベートにお

いてもそういう接触があったかどうかも、これはもう厳格にしていかないと。 

        だから、今回第三者委員会を設置するというのは、まさにそこが大きな狙い目だと思う。

むやみやたらと接触できない。そこが大事だと思うんですけれども、そういうことなんで

すよね。今回のアドバイザリー業務委託だけで、それは担保できますか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        指導・助言とは書いてはいますが、もっと一番にモニタリングを想定しております。細

かく各団体において現状の進捗状況であったりだとか、今後の方針を報告すると同時にこ

の資料をあおぐところで、我々のそういう調査自体も、一定モニタリングしていただきな

がらその監督下に置いて調査を進めていくことを想定しておりますので、きめ細かく相談

することで対応は可能かと思います。 

１．委員（黒田 実）  モニタリングをするということなんですけれども、私、それではやっぱり弱い

んじゃないかと思うんです。その辺のルールですよね。調査に関わる職員の中立性、独立

性をどう確保するか。これは、今言ったように、第三者的な法務職の方の指導、助言、あ

るいはモニタリングということなんですけれども、結局はやっぱりその環境づくり、ルー

ルづくり、さっきちょっと具体的に言いましたけれども、そういう事態になればもう接触
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はできないというようなルールをつくらないと、これ、私、機能しないと思うんですけれ

ども、いかがですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        アドバイザリー弁護士と相談する中で、例えば、行為者とされる方に現時点でのそうい

う接触を禁止すべきであるといったような助言がありましたら、それに従って接触しない

ようにこちらからそう伝えると、そういったことは考えております。 

１．委員（黒田 実）  助言はいいんですよ。助言はいいんですけれども、それを内部規定なんかに置

かないと、今度は、助言はいただいた、それを破りましたと言うても、それだけで、じゃ、

仮に関わった職員もそのプロセスの中で、ひょっとしたらあなたのやっていることはもう

公平・公正、独立性を逸脱しているということになれば、それが一定の処分にまで至るか

もしれないというようなそういったルールづくりは必要じゃないかと申し上げていまして、

それは、だから繰り返し言います。助言だけでは駄目で、そういった内規というものの整

備をしないと、結局補強したとて、決して職員さんを疑っているわけではありませんが、

そこまでこういうふうに体制を強化するというならば、私はやっぱり今回の一連の課題の

一つは、じゃ、調査に至るまでにどうなっていたのか、情報漏えいも含めてどうなのか、

これ、だから第三者委員会の報告がないから想像でしかないんです。 

        なので、私が申し上げているのは、ルールづくりは、アドバイス、助言ではなく明確な

ものでなければならないと思うんですけれども、再度お答えをお願いしたいと思います。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        現在、第三者調査委員会には諮問しております事項の中には、こういった体制の在り方、

制度の在り方といった点も含まれております。そういったことも踏まえて、この内部通報

要綱ですとかハラスメント防止指針、そういったところの見直しを必要と考えておりまし

て、ご指摘いただいた内容も含めて、またアドバイザリー弁護士とも相談しながら、どう

いった制度がいいのかというところは、今後、検証してまいりたいと思っております。 

１．市長（山本 景）  本市におきましては、皆さんもご承知のとおり、こういったハラスメントの管

理の要綱がございます。平成２８年にできておりまして、他市さんを参考にした関係もあ

りまして、合理的な法規とか処方とかそういったものを求める規定が当時から載っており

まして、また、令和４年６月に公益通報者保護法が改正されているにもかかわらず、本市

におきましては改正を忘れておりまして今に至っていますんで、これは私が着任前の懸案

ですけれども、委員ご指摘のご意見も踏まえまして、改めて今の現在の状況に合わせて、

また令和８年１２月に公益通報者保護法は改正されますので、こちらも盛り込んだ要綱に

改正すべく市としては取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

１．委員（黒田 実）  補強するのは悪いことではないと思うんです。けど、それまでにやらなくちゃ

いけないことあるんじゃないですかと。これをほんまに機能させるためには、幾ら法的ア

ドバイスを受けてもその調査が本当にまず関わる人が安心してできるものでなければなら

ない。当然通報された方も安心してその調査を任せるという。それは、実は今申し上げた

ように、要綱等のさらにもっと具体的なものでなければならないというふうに思うんです。

それを早急に整備しないと、この予算を費やしても私は有効に機能しないというふうな懸

念を持っておりますので、ぜひ、やれるべきことからやるということであれば、そういっ
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たことをしっかりと積み重ねていった上での対応をしていかなければならないというふう

に私は考えます。 

        それと、１点、ハラスメント処理委員会、これは何ですか。もう少し詳しく説明いただ

きたい。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ハラスメント処理委員会とは、ハラスメント事案等が生じました際に、ハラスメントが

あった認定ですとか、そういったところを話し合う合議体として、委員構成としましては、

副市長が長として、教育長であったり、総務部長であったり、現時点では内部職員から成

る委員会です。それから、庁内各所に相談員を配置しておりますが、その相談員の一部も

ハラスメント処理委員会の委員となっています。 

１．委員（黒田 実）  概要は分かったんですけれども、私のちょっと伝え方が分かりにくかったんで

す。要は役割、目的、機能です、何をするのか。今回、第三者委員会とか調査とかいろい

ろ出ているわけですけれども、ハラスメント処理委員会というのは何を担うところなのか

ということです。大きな意味合いをご説明いただきたいと思います。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ハラスメント事案が起きた場合、１つは、そういうハラスメントがあったかどうかとい

う認定、それですとか、あるいは、ハラスメント事案というのはハラスメント認定自体が

解決策の全てではございません。ハラスメント事案の解決の本質は勤務環境の調整により

ますので、そういったところとして当事者の事情を踏まえたときに、今後どういうふうな

ところで配慮してあげればいいとかそういったところを話し合う場でもあります。 

１．委員（黒田 実）  分かりやすく言えば、１つの大きな役割として認定をする内部庁内委員会とい

う理解でよろしいでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  あくまで１つの大きな役割ではありますが、認定も担っております。 

１．委員（黒田 実）  当然第三者委員会というのは、第三者でそこに諮問をすれば、それは認定も含

めてとか言えると思うんです。もうちょっと明確に知りたいんです。要するに、調査しま

した。これ、後ほどの分限懲戒種委員会とか出てくるんですけれども、そういう事実関係

を積み上げました。マックスまで事実の積み上げ、それを踏まえて、じゃ、どうだという

認定、これはまた別ものだと思うんです。調査イコール認定ではない。調査を踏まえて認

定をするということ。なので、もう一度聞きます。認定はどこでするんですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        その調査結果を踏まえてハラスメント処理委員会で認定をしますし、それが分限懲戒の

事由に該当するようであれば、当然分限懲戒審査委員会の中でもそういったハラスメント

があったという事実認定は別途なされるものと考えております。 

１．委員（黒田 実）  認定に至る、それはハラスメント処理委員会、第三者委員会、いろいろあるん

ですけれども、やはり一番根幹になるのは、調査がどう行われたか。それに全て認定も関

わってくると思いますので、再度申し上げますが、今回、いろいろと参考資料等でそれら

の要否についてとか、いろいろアドバイスを受けるということなんですけれども、しっか

りとその調査に関わる中立性、独立性の担保をしっかり取らなければ、弁護士さんの指導

を受けたところでなかなか機能しないということを申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 
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１．委員（岡田智里）  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

        ページが変わりまして、１４６ページ、人事評価制度運用支援業務委託について質問を

させていただきます。 

        まず、どのようなコンサルタント業者に委託しようとしているのか、検討状況について

教えてください。 

１．人事課長代理（松井慎治）  お答えします。 

        請求資料の中でお示しさせてもらっているんですけれども、本市の目標管理制度につい

て課題があると認識しております。その課題を外部の有識者、外部のコンサル業務という

形で助言をいただきたいなと思っております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  実際に部下からの評価制度等のコンサル経験がある業者なのか、詳細を教えて

ください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        参考にお話を聞いた業者に関しましてはそういった実績があるのか、一定知識はおあり

のようでしたが、具体的な業者選定のほうはこれからになりますので、－－－でございま

す。 

１．委員（岡田智里）  請求資料にも関わる質問をいたしますが、新たな制度枠組み（部下からの評価

制度等）の検証等を外部コンサルタント業者に委託するものということなんですが、部下

からの評価等について具体的に教えてください。 

１．人事課長代理（松井慎治）  部下からの評価の方法の仕方も含めて、コンサル、外部からの助言を

いただきたいなと思っております。 

１．委員（岡田智里）  これからということですが、最後に、こちらに請求資料に記載されていると思

いますが、現行の人事評価制度及びその運用方法の改善を洗い出しとありますが、どのよ

うな改善点があると考えているのか、見解を教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        現時点で思いつくものとしましては、そこに書かれている１番から４番に列挙している

ようなところです。特に、評価自体であったりですとか難易度設定、そういったところに

おいて各評価者において一定ばらつきが見受けられるというところが大きな課題と考えて

おります。 

１．委員（岡田智里）  これまでそのようなばらつきが生じていたとされることがあったということで

しょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        評価のほうの分布等を見ておりますと、そういう傾向があるのかなというところが推測

されるというところでございます。 

１．委員（黒田 実）  私のほうからも、ただいまの人事評価制度運用支援業務委託、参考資料１４６

ページで追加資料も提出いただいております。確認をいたします。 

        今回、追加資料の中で現行制度の課題ということで、それぞれ評価基準であるとか、難

易度設定、あるいはプロセスの負担等、いろいろと課題がある。これまで、これ人事評価

制度をよりよいものにするために、民間の知恵、外部の知恵をいただいてよりブラッシュ

アップしていこうというその趣旨は分かるんですが、一つ、これまで、じゃ、そういう課
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題を認識しておって、要は、これはもう自治体でもいろんな取組していると思います。そ

ういう課題があると認識しておれば、いろいろな他市事例を研究するようなことも私はあ

っていいと思うんです。そういったことも含めてのこれまでの取組についてお聞かせくだ

さい。 

１．人事課長代理（松井慎治）  お答えします。 

        庁内の職員で構成する人事行政検討委員会と目標の難易度、目線合わせ等を行う部間連

絡調整会議というのがございます。そういったところで一定調整してきたところではある

んですけれども、今、本市が抱えている課題に対してなかなか解決が困難だということを

判断しましたので、今回、外部相談に委ねるというところになりました。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  それは分かる。私が言っているのは、当然そういう課題認識、普通は自治体さ

んというのは、まずは他市事例とかいろいろそういうものを参考にするとか、調査すると

かということはどの部署でもある話です。 

        今回は、何かいきなりやったら、それを分かりやすく言えば、そういったものをもうち

ょっと丸投げしてお願いしますというようにも見えてしまう。それに至らなくても、そこ

までしなくても、他市事例を参考にしながらというのは、私はやり方として十二分にあり

得ると思っているんです。 

１．人事課長代理（松井慎治）  お答えします。 

        北河内の７市の会議等で相談をしました。他市の事例も参考にさせていただいたんです

けれども、一定それを考慮して毎年毎年変更は少しずつしてきました。してきたんですけ

れども、それでも根本的な解決には至らなかったので、今回、外部に委ねるというところ

の決断になりました。 

        以上です。 

１．市長（山本 景）  人事評価制度には過去から課題があったというふうに思っています。ただ、市

の職員の方が他市さんを調べて変えるというのは、それはあくまで内部で変えるというこ

とになります。 

        私がああせいこうせいと言って指示をして変えるというのも、それは内部の中で変える

というのに等しいと思っております。ここは議会の皆様からご指摘を賜っているポイント

としては、いかに外部、客観的な意見をどう取り入れるのかということだと思っており、

人事評価制度に関しましても、一般質問でもかなりの厳しいご指摘を賜ったというふうに

考えており、たとえ今回の件があったからといって内部で変えてもなかなか本当にそれが

正しいのかどうかというご指摘も受けるのはもう免れないと思っておりますので、この際、

やはり外部のコンサル、シャオチ事務所等を入れて、一からの人事評価制度のところを見

直したほうがいいという判断で、今回、議会の皆様にはおおよその中身及び必要な予算に

ついてご提案を申し上げておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１．委員（黒田 実）  外部目線を取り入れるというのは、別に悪いことではないと思うんです。ただ

自治体の職員の評価制度というのは、これは民間とはやっぱり大きく違うとこもあります

から、当然参考にはすべきだと思いますけれども、やはりそのあたりは、これを民間の外

部コンサル業者に委託してどのようなものが出てくるか、ちょっとその辺はそのような形

で調査研究するということですから、それはそれで一定の無駄ではないと思うんです。 
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        ただ、今回の課題で示されている中身というのは、これはやっぱりもう評価者のそれぞ

れの理解度であるとか、最後の４番、評価の高得点化、評価者が部下との関係性を考慮し、

あるいは部下のモチベーション低下を懸念して本来よりも高い評価をつけがちになるとい

う、これはもう上司としてこの制度を本当に理解してまず運用されてきたのかと。制度そ

のものの問題なのか、運用上の問題なのか、ちょっとそこも含めてしっかりと整理してい

ただかなければならないと思っているところです。 

        最後に１点だけ、ここには書いていませんが、現行制度の課題です。ところが、いろい

ろと市長は部下が上司を評価しするようなそういった考え方も示されているんですけれど

も、ここには課題として書いていない。なので、それについて、じゃ、部下が上司を評価

するというようなこういった制度の在り方も含めて検討なさるのか。とすれば、それはこ

れまでにどのような課題があってそうなさるのかについてお聞きかせください。 

１．市長（山本 景）  部下からの評価のところに関しまして、もともと私が言っていることでござい

ます。きっちり私の経験から基づいて説明をいたします。 

        私は過去に、議員の皆さんご承知だと思っておりますけれども、民間で７年ほど勤務し

ておりましたが、この７年間全ての期間におきまして、部下が上司を評価するという制度

はありました。逆に、本市においてそんな制度がないということでびっくりしました。ま

た、本市の市長就任後、課長以下の全職員との意見交換を実施をいたしました。その中で

も、部下が上司を評価できないのは何でですかというお尋ねをされる職員も多数いたのは、

これは間違いなしでございます。 

        今般の一連のハラスメントをされる事案に関しましても、私の思うところもありまして、

それは何かといったら、上には極めて丁寧に擦り寄る、しかし、見えないところでその部

下等に対して人としてやってはいけないことを含む行為をしている方が残念ながら本市の

職員にはいると。もう第三者調査委員会の結論もおおよそ出ているところでございますの

で、断言にはなりますけれども、そういう状況であるということも判断をいたしましたら、

この部下が上司を評価をすることによりまして、部下に対してあまりにもあってはならな

いような行為をしているような職員が一定あぶり出せるのではないかなというふうに思っ

ており、ぜひこの点も含めた人事評価制度の見直しをすべきというふうに考えており、中

に盛り込ませてもらっているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

１．委員（黒田 実）  市長の思いとしては説明いただきましたけれども、人事制度というのは、市長

の思いも大事だと思うんですけれども、しっかりとした組織の積み上げの中でやっていか

なきゃいけないものでありますから、今、説明はいただきましたけれども、当然経験から

そういったものもあるべきではないかということなんです。ただし、現在出された資料の

中において、そういった課題は一切記載されておりません。 

        それともう一つ、間違っていただいたら困るのは、これ、人事評価制度とハラスメント

防止をごちゃごちゃにしないでください。それはもう評価とは全く別次元の話ですので、

そういった理由を並べられて果たして今回の人事評価制度の改善をどのようにしていくの

かというのは、もう少しこれまでの交野市役所の中での課題をしっかりと積み重ねる中で

対応していただきたいというふうに、本当に、せっかく予算を費やしてあれもこれもどれ

もそれもなんていうのは、全くその業務の中身がぶれてしまうということを指摘しておき
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ます。 

１．委員（三浦美代子）  私も今の件でちょっと確認させていただきますが、これまでの人事評価制度、

ここに書かれているように、能力評価あるいは業績評価、テストをして評価をするわけで

もなく、営業の売上げ等を競うものでもなく、人が人を評価するというのは非常に難しく、

私はこれまでよくこういうことをされていたなというふうに感じていましたので、今回、

コンサルに委託するとかというイメージはちょっとつかみにくいところではあるんですけ

れども、冷静に、客観的にどのような評価をされるのかということでは大いに期待をした

いと思います。それは今後の提案をしたいというふうに思いますが、これまでＳＡＢＣＤ

という評価に対して、そういう評価が出た段階でボーナス等に影響があったと聞いている

んですけれども、そのあたりは事実でしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        管理職に関しましてはそのとおりでございまして、賞与の中の勤勉手当というのがござ

いますが、そちらの率のほうに評価結果を一定乗せてまいります。 

１．委員（三浦美代子）  今後のそういう評価に対してボーナス等、いわゆる給与等に影響する意向と

いうのは、市は考え方としてお持ちでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        地方公務員法のほうで、人事評価はそういう給与も含めた人事管理、基礎的な資料とし

なければならないというふうに定められておりまして、その方向は今後も変わらないと考

えております。 

１．委員（三浦美代子）  分かりました。 

１．委員（皿海ふみ）  人事評価のところで、部下からの上司を評価するという視点、なるほどと思う

ところもあるんですけれども、実際のところ、交野市役所だと１つの課の人数が限られて

いるので、部下の方が上司を評価する際に大体どういう評価をつけたのかというのが分か

ってしまうと思うと評価を率直にしにくいとかいう面も、市役所の規模としての関係でそ

ういうこともあるのかなと思うんですけれども、そのあたりはどのようにお考えでしょう

か。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        まさに想定されるところでありますし、それがこういった制度の難しいところの一つか

なと思います。どういったやり方がいいのか、業者のほうも、そういう官公庁もそういっ

た他市事例等に詳しい交渉を一定想定をしておりますので、そういったところでうまいや

り方がないかとか、あくまで部下からの評価も検証ですので、まずその是非であったりだ

とか、委員としてのやり方としてはどういったものがふさわしいのかも、これから職員に

検証してまいりたいというふうに考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  数人の課の中でというとなかなか実際難しいんじゃないかと思いますので、機

能するかどうかというところも検証いただければと思います。 

        あと難易度の設定の統一性というあたりなんですけれども、よくルーティン業務の部署

と企画立案とかされるような部署では、ルーティン業務のほうがどうしても評価が低くな

ってしまうというようなことがあると思うんですけれども、そのあたりは特にこの中で見

られないんですけれども、課題として認識されているでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 
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        そこに関しましてはこれまでも一定取組をしてきているところでございまして、おっし

ゃるように、難易度設定が結局評定についてくるわけでございますが、その難易度設定の

ルールとして、例えばどれぐらいの長年の課題であるかとか、調整が必要な範囲がどのぐ

らい広いのかとかそういったところを考慮する中で、どうしても傾向としては、おっしゃ

るように、業務内容によって難易度が高くなりやすいものもあれば低くなるやつもあるの

かなというところがございます。 

        そこに関しましては、その難易度を設定するのは業績評価、能力評価とあるうちの業績

評価のほうでございます。自分で出した目標をどのぐらい達成できたのかというところで

評価するものでございますが、こちらのほうに関しまして、例えば能力評価のほうの比重

を高くして業績評価のほうの比重を低くするといった取組をこれまでもしていっていると

ころでございますが、これまでやってきた取組の編成も含めた上で業者のほうに客観的に

検証していただいて、そこも含めて改善できる点があればしてまいりたいと考えておりま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  そのあたりもどういう工夫ができるのかちょっと分かりませんけれども、コン

サルのほうで客観的に検証してもらうというのはいいんですけれども、その前に、職員の

方、すごくこの制度にいろいろ不満であったりご意見を持っておられると思うので、そこ

をこの際、せっかく見直すに当たって、職員自身、この制度についての意見を、どう改善

したらいいかとかいうアイデアも含めてたくさん出していただいて、それとコンサルの検

証も合わせてということで、職員の意見自身を改めてしっかり聞くということが大切じゃ

ないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        おっしゃるとおりだと思います。そういったところに対してなかなか職員からも納得感

のないような制度になってしまっているのかなという部分もありますので、どういう形に

なればいいのか今この場では断言はできませんが、職員の意見を反映させていくような方

法はないのかも含めて検証してまいりたいと考えております。 

１．市長（山本 景）  皿海委員がご懸念されている件に関していったら、実はコンサルは当然入れて

解決はするんですけれども、一定の方向性、こんなもんというのはやり方は実はありまし

て、本市の場合、今の課題としては、特定の部署が自分のところの難易度を上げまくって、

かつ自分の評価を上げまくるんです。すると、普通のルーティンをやっている部署との評

価に物すごい差がついてしまいます。 

        私の経験からいうと、民間だったらどうしているかといったら、部署ごとにある程度評

価の点数の総合計でアッパーを決めているんです。それをその部の中の人間で分け合うと

いうやり方を取られているので、たとえ万が一、特定の部署が自分のところの難易度を上

げまくって評価を上げまくったとしても、結局その部署の中で取り合いになるだけで、あ

まり全体としての評価が高くならなくて、あまり目立った差、変な意味での差はつかない

という解決策が実はあります。 

        ただ、それを我々が内部でこんなんやりますと言っても、一方で賛成する側も反対する

側もなかなかややこしいことになってしまいます。きっちり外部のコンサルも入れて、よ

り多くの職員さんの意見は取り入れながら、また、より多くの市職員さんのトータルとし

ての納得感を得られるような制度に見直していきたいと思っていますので、ご理解賜りま
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すようお願い申し上げます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  よろしくお願いします。 

        参考資料で１４８ページのカスタマー・ハラスメントの防止に向けた対応ということで

お尋ねさせていただきたいと思います。 

        確認なんですけれども、このカスハラ対応で録音されるということで、市役所のほうに

は、例えばご年配の方でありますとかいろんな方々がお電話してこられる中で、極めてプ

ライバシー性の高いご相談も含めたことも言われる方もいらっしゃると思います。そうい

った中で、録音されるということで、大体この録音のデータはどれぐらい残っているのか

とか、また、これに関しては、例えば職員さんのほうでスイッチを切ることができるのか

とか、そういったことについてお詳しいことを教えていただけますでしょうか。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  お答え申し上げます。 

        録音につきましては、今回ちょっと安価な形の導入というところになりますので、手動

での録音のほうになりますので、目的としてはカスハラ対策という状況ですので、必要に

応じて録音させていただくということを口頭でお伝えして録音させていただくという運用

を想定しております。 

１．副委員長（山下千穂）  こちらのほうがそういうふうに録音しますよということを最初に申し上げ

た上で、相手がお話しされるということなんですね。そのデータというのは大体どれぐら

いまで残しておられるような。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  そのあたりの運用面についてはこれから検討

というところでもあるんですけれども、情報セキュリティポリシーであるとか、そういっ

たところもございまして、１週間とかというものですけれども、事案によってはもちろん

ずっと残さないかん事案もあるでしょうし、というところで取扱いについては事案ごとに

異なってくるのかなとは思っております。 

１．副委員長（山下千穂）  分かりました。ありがとうございます。 

        例えばカスハラが多い部署とか、そこまで聞いてもいいものなんでしょうか。これは、

全体的にということをされていますけれども、例えば総務だったらそういう相談内容が多

いと思うんです。どう言っていいのか分からないんですけれども、税金であったり－－－

であったり、いろいろ市民の方々が聞かれたいところがあるところはそれなりにたくさん

ご意見をおっしゃられる方はいらっしゃると思うんですけれども、システムとしてこれは

全体に広げるほうがよかったのか、それか、そういうたくさんの苦情が基本的に多いとこ

ろからまず始めるほうがよかったのか、そこらの認識をお答えいただいて大丈夫ですか。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  何をもってカスタマー・ハラスメントだとい

うところについても今、内部で要綱等詰めていこうと考えています。 

        基本、苦情イコールカスタマー・ハラスメントというわけではないというところは前提

にございますので、業務上すべきものというところは今までと何も変わらないのかなとい

うふうに思ってございます。何でもかんでも録音するということではないというところで

ご理解いただければと思います。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

        これは市民の方には周知していただけるという認識で大丈夫ですか、広報とかを通じて。 
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１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  お答えします。 

        入札等を適正に実施した後、また周知等を図っていきたいと思います。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにございませんか。 

１．委員（黒田 実）  参考資料１４７ページ、分限懲戒審査委員会委員の報酬、これは別で委員会条

例の制定に大きく関わるんですけれども、ちょっとここでも確認させていただきたいと思

うんですが、治療上、今般の内部通報の件に関する一連の事情を踏まえ、分限懲戒審査委

員会及び公正な組織とすべく、目的はこういうことなんですけれども、背景も。 

        これ、そもそも分限懲戒審査委員会、それと、これまでの内部通報の一連の問題とか、

パワハラ防止とか、まあまあ関わりは出てくるでしょうけれども、これ、基本は別物です。

別にパワハラの件だけを分限懲戒審査委員会にかけるわけではなく、それを起因としたも

のを扱いますけれども、全く別物なのに、今回、一定内部庁内委員会を附属機関にすると

いうこの趣旨は分かるんですが、この背景、理由というものが分からないので、説明をお

願いします。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        趣旨を申し上げますと、これまで内部の職員のみで構成していたこの委員会に外部の専

門家を委員として加えることによって公正かつ専門性の高い委員会にできたらということ

でやらせてもらうものでございます。 

        ご時世的にもこれまで以上にハラスメント防止ですとかコンプライアンス遵守、そうい

ったところの重要性が叫ばれている中、まさに本市におきましても内部通報を機にこうい

った一連の事態がございましたので、こういったところを考えたときに、確かにハラスメ

ント防止そのものと全くイコールではありませんが、当然関わり合いもある中で、職員あ

るいは市民の安心、信頼性ところを考えたときに、こういう外部の力というのは必要と思

い、今回提案させていただいたものでございます。 

１．委員（黒田 実）  これはあくまで別物で、これをすることで果たしてパワーハラスメント防止の

一環にならなくはないけれども、今我々が直面している問題、これはパワハラ防止をどう

するのかということなんですけれども、今、お答えでコンプライアンスを遵守するという。

それはそうなんです。そやけれども、このコンプライアンス遵守というのは、基本的にど

のように理解しておられますか。これ、お聞きしたいと思います。 

（「遵守」と呼ぶ者あり） 

１．委員（黒田 実）  答弁で今、コンプライアンスの遵守のためにと言うたはるんや。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        一般的な意味合いではございますが、法令等の遵守と考えてございます。 

１．委員（黒田 実）  まあ一般的にはそうなんです。でも、その法令という、それもざっくりとした

そういう言い方の認識ではいかがなもんかと思うんです。当然、いわゆる法令、法律です

よね。それだけじゃなくて、いわゆる社内規範、庁内規定、会社であれば社内規定、ある

いは社会規範、企業倫理、それらも含めてのコンプライアンスですから、法令遵守、法に

適合しているかどうかというだけじゃないんです。 

        なので、私が申し上げたいのは、この分限懲戒審査委員会をより強化するというその意

味は分かるんですが、でもこれ、内部通報の一件に関する一連の事情を踏まえと説明され
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ても、何か今回の一連の問題を対応しているかのごとくですが、それはそうじゃないと。 

        繰り返し申し上げるんですけれども、この内部通報に対しての調査の在り方であるとか

いうことについての当然法令があり、社内規定があったのかどうか、要綱はあるとしても

そういったことをしっかりと整備しなければ、これは分限懲戒審査委員会を強化する云々

とは全く別物だというふうに思う。 

        ちょっと確認させていただきたいのは、この分限懲戒審査委員会は認定をするんですか。

さっきも聞いたんですけれども、調査と認定は別の作業。ほんで、分限懲戒を審査する。

これもまた、実は別なんです、３つとも。なので、その流れが全く見えてこないので、こ

の際、改めてですけれども、お聞きしたいんです。ここで認定作業をするんですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        当然ながら、懲戒処分等が適切かどうか、処分するとしてどういった状態がふさわしい

かを検証する場合、事実認定は当然行います。 

１．委員（黒田 実）  当然、事実認定というのはあるんです。ただ、それは、そこで全てやるのか、

先ほどのハラスメント処理委員会ですか。だから、分限懲戒審査というのは、まさにその

ような事実がどうもあったということでこれは審査してくださいということですから、そ

の認定をどこでするのかというプロセスもしっかりと整えておかないと、やはり私はこれ

だけで果たして内部通報の一件に関する一連の事象に対しての解決策になるというふうに

はちょっと直接は思えませんので、ここでもあえてさらに申し上げておきます。 

        この調査に関わる部分については、しっかりとしたルール、環境づくりを早急にすべき

ということと併せて、第三者委員会の報告をやはり早急に議会にも示していただくべきだ

ということをこの際申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  さっきの通話録音のところに戻って申し訳ありませんが、もう少し教えてほし

くて、録音の範囲なんですけれども、外線で市役所にかかってきた場合と市役所から市民

の方にお電話する場合と、あと市役所の内線もありますけれども、その全部が対象なのか

というその範囲について教えてください。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  お答えします。 

        今回、カスタマー・ハラスメントということで考えていますので、機能としてはもちろ

ん録音ボタンを押せば使えますが、－－－というところで、録音が必要である場合におい

て使うということを想定しています。 

１．委員（皿海ふみ）  市民の方のみということですね、相手は。 

        かかってきた場合に、先ほど必要に応じて録音させていただきますというのを最初に言

って、途中で必要があればオンにするみたいなもんで、それって何か機械音というか、ア

ナウンスが流れるんですか。口で言うんですか。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  このＩＣレコーダーは簡易なものですので、

ただいまから録音させていただくということを口頭でこちらからお伝えして録音するとい

うことに、あと－－－。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、細かいことで。 

        話が込み入ってきて、ちょっともう今から録音させてもらいますみたいな、途中で通告

するという感じなんですか。 
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１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  ケースに応じてということになると思います

が、もともと継続的にそういうやり取りのある方については、当初からこの電話は録音さ

せていただきますねというところから入る場合ももちろんあると思いますし、ケース・バ

イ・ケースで、途中でこれ、ここから録音をさせていただきますという形で入る場合もも

ちろんあると思います。 

１．委員（皿海ふみ）  ちょっと相手の方が怒っておられるときに、今から録音しますとか言ったら、

余計怒られるという方向になるということもあったりするのかなとか、職員の方もタイミ

ング難しいのかなと思いますので、何か最初にできたら短いアナウンス音で録音していま

すと予告しておけば、少し電話される方も抑止されるというようなこともできるのかなと

いうことで、今後、いろいろ運用も考えていかれる中で、職員の方が対応しやすいように

よく相談していただきたいなと思いますけれども、そのあたり運用のルールとか、録音し

たデータを誰でも勝手に聞き直したりとかされても困るので、ルール決めというのはどの

ようにされるんでしょうか。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  先ほどの答弁と共通するんですけれども、情

報のセキュリティポリシー等に沿って適切に録音するというのは－－－いうところについ

て、閲覧というか、管理者しか見れないようにするのか、そのあたりも今検証してござい

ます。 

        先ほど自動の録音機というところなんですけれども、現行の電話交換機では－－－なん

ですけれども、今の－－－にはなっていないんですけれども、今は普通に一般に普及して

いる分の電話交換機であれば、自動録音というのは可能になっておりますので、電話交換

機の入替えのタイミングで、そういった再検討というか、機会もあるのかなと思っており

ます。 

１．委員（皿海ふみ）  もう一点だけ。 

        そのルール決めしたものは、要綱とか規則とか、何かどういう形でまとめられるのかと

いうのと、それを今からすると結構先になるのかなと思うんですけれども、運用開始って

いつ頃になりそうなんでしょうか。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  令和８年１０月１日の施行に間に合うように

は進めたいなとは思っているところではございますが、このような形で、要綱であるのか、

－－－であるのか、ちょっとそのあたりも今はまだ出ていないんですけれども、マニュア

ルでがんばりたいなというところと、議会でご可決をいただきましたら早急に入札等に入

りますんで、それと並行して進めたいなと思っておるところでございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村紘子）  参考程度に聞かせていただきたいんですけれども、先ほどの全庁的な通話録音

体制の構築のところで、先ほどの何か他の委員さんの質問のところで、カスタマー・ハラ

スメントの定義についても今後きっちり整えていくというふうにおっしゃられていたと思

うんですが、交野市内でのカスハラの件数とかそのあたりは把握されているのか、どの程

度ぐらいなのか、もし分かりましたら教えていただきたいです。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  何をもってどこからカスハラなんだというと

ころの線引きをどのようにするかというところを検討中でございますので、今何件という

情報を手に取るのは大丈夫か、どこからがカスハラなんだというところをまず検討したい



 

－２１－ 

なという状況でございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 

１．委員（松村紘子）  はい。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑。 

１．委員（松永隆太）  すみません、１件だけ。 

        通話録音体制の件で、１４８ページのところですね。これ、通話と窓口の分というのは

別であるんですね。 

１．総務部総務課長兼消費生活センター長（船戸貴彰）  現状、総務課で貸出用のＩＣレコーダーを持

っております。各課において必要と思って自前の課で持っておられる課もありますので、

それは基本的には窓口はＩＣレコーダー、旧来のもので対応しています。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようでしたら、総務管理費に関する質疑はこの程度とさせていた

だきます。 

        どうしても見逃した質疑がある場合は、理事者交代後であっても受付はさせていただき

ます。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。 

        総務管理費に関する部署は第２委員会室へ移動し、徴税費及び選挙費に関する部署は第

１委員会室に入ってください。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは次に、審査順序２、徴税費及び選挙費に関する質疑を行います。質

疑はございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の１５０ページのところで、府税事務所が行った評価額の修正という

ことで結構大きな額になっているんですけれども、修正の理由とか要因について教えてく

ださい。 

１．市民部次長兼課税課長（東田和成）  お答えいたします。 

        主な内容は３つありまして、まず１点目が用途の認定のところで、通常倉庫というよう

な形のものから冷蔵用の倉庫というようなところと、あとは鉄筋の数量及び電気照明の明

るさの修正という形で府税事務所のほうから報告を受けました。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

        そしたら、続いて１５１ページなんですけれども、市会議員補欠選挙ということで、期

日前投票所がいきいきランドになると思うんですけれども、駐車場が少し遠いので、足の

悪い方とかちょっとロビーまで行くの大変かなという感じもするんですけれども、そのあ

たり何か対策とか考えておられますか。 

１．行政委員会事務局次長（野村昌司）  お答えします。 

        駐車場から期日前投票所を予定しておりますエントランスホールまでは距離があります

が、補助が必要な方に対しましては、人材派遣のほうも委託して雇用しておりますので、

十分な人員を配置しまして、人的補助を加えて検討してまいりたいと思っています。よろ

しくお願いします。 

１．委員（皿海ふみ）  何か車椅子の貸出しとか今でもしているのかもしれないんですけれども、あと、
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フレンドマートのほうをもう少し延ばすとか、何か少し対策を充実させていただければな

と思いますので、よろしくお願いします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ないようでしたら、徴税費及び選挙費に関する質疑はこの程度とさせていた

だきます。 

        こちらも聞き逃した場合は、理事者交代後であっても受け付けますので、お願いします。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。 

        徴税費及び選挙費に関する部署は第２委員会室に移動し、社会福祉費、保健衛生費及び

都市計画費に関する部署は第１委員会室に入ってください。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  では次に、審査順序３、社会福祉費、保健衛生費及び都市計画費に関する質

疑を行います。質疑はありませんか。 

１．副委員長（山下千穂）  お願いします。 

        参考資料１５８ページ、地域未来交付金の活用について。 

（「それは」と呼ぶ者あり） 

１．副委員長（山下千穂）  これは駄目だ。次になるんですか。 

（「システムのところ」と呼ぶ者あり） 

１．副委員長（山下千穂）  はい、企画財政の方にお聞きしたいんですけれども大丈夫ですか。 

（「大丈夫です」と呼ぶ者あり） 

１．副委員長（山下千穂）  大丈夫ですか。 

        事業費と内示額をご提示いただいているんですけれども、この内示額というのはあくま

で最終的に決定した金額ではないかと思うんですけれども、例えば最終的な交付決定額が

この内示額を下回る場合とかというのはあり得ることなんでしょうか。また、もしそうい

うことがあるのであれば、どういった場合にそういうことが起こるのかというのをご教示

いただけますか。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        こちらの地域未来交付金の内示額につきましては、この内示額が基本的には交付決定額

になるものになります。 

        あとは実際に事業をした中で、最終的にこの交付決定額を下回るような事業費の場合は、

最終的に精算をするというふうな内容になっております。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

        確認なんですけれども、では、これはあくまで一番最初の初期の導入額だと思うんです

けれども、ここにはランニングコストが当然含まれないというふうな認識でよろしいでし

ょうか、この事業に対して。 

１．秘書政策課長（奥田朋史）  お答えいたします。 

        こちら地域未来交付金につきましては、デジタル実装型につきましてはそれぞれ導入事

業に当てられるものになりますので、ランニングの経費はなっておりません。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。 

        そうしましたら、その中の集団検診のＷｅｂ予約システム事業について少し確認させて
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いただきたいと思います。 

        これはがんの検診予約なんですけれども、これ大丈夫ですか、お聞きして。駄目ですか。

いらっしゃらないですね。すみません。 

（「大丈夫ですか」と呼ぶ者あり） 

１．副委員長（山下千穂）  次で大丈夫です。すみません。ありがとうございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ご質疑お願いします。 

１．副委員長（山下千穂）  がん検診のＷｅｂ予約なんですけれども、６５歳を対象とされた方も恐ら

くいらっしゃいますので、これは従来どおり、窓口ですとか、お電話ですとか、Ｗｅｂ予

約１本ではなくて、その他の方もこれからご対応いただけるという認識で大丈夫でしょう

か。 

１．健康福祉部次長兼健康増進課長（早野多恵子）  お答えいたします。 

        委員おっしゃられますように、Ｗｅｂ、それから電話の対応もしておりますのでご安心

ください。 

１．副委員長（山下千穂）  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようでしたら、社会福祉費、保健衛生費及び都市計画費に関する

質疑はこの程度とさせていただきます。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。 

        社会福祉費、保健衛生費及び都市計画費に関する部署は第２委員会室に移動し、教育総

務費、社会教育費及び保健体育費に関する部署は第１委員会室に入ってください。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  では次に、審査順序４、教育総務費、社会教育費及び保健体育費に関する質

疑を行います。質疑はございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  請求資料の１４ページのあたりから、私部城跡の土地購入の件で確認させてい

ただきたいと思います。 

        １４ページのところから、この間の市の検討内容を一覧で載せていただいているんです

けれども、まず、今回２筆購入する１７３６番と１７３７番というのは、それぞれ生産緑

地なのか、どういう土地なのかというところを確認させてください。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  ただいまのご質問でございますが、１筆は生産緑地

で、もう一つは山林となっております。 

１．委員（皿海ふみ）  どっちがどっちか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  １７３６が生産緑地で、小さいほうが山林というこ

とでございます。 

（「１７３７」と呼ぶ者あり） 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  すみません、訂正させていただきます。 

        １７３７が生産緑地で、１７３６が山林でございます。 

１．委員（皿海ふみ）  そしたら、１４ページのほうの１７３７番、３６番もですけれども、買取りの

事前相談書受理ということなので、生産緑地の買取り申出が正式に出されているわけでは
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ないという。事前相談だけ、今そういう段階であれば、今、買わなければいけない緊急性

といいますか、もうちょっと先でもいいのかとかそのあたりはどうなんでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 

        現在、事前相談の段階でございます。買取り申出は、現在のところまだ出ていないとい

う状況でございます。 

        市が購入しない場合は、生産緑地法に基づく買取り申出を行いたいというそういう相談

がございましたので、その場合は、市が買い取る期限が１か月以内ということになってお

りますので、先行で購入した本郭部の隣接地でもありまして、また、ほかに売りたいとい

う非常に強い希望が出されておりましたので、ほかに売却されると貴重な文化財が破壊さ

れるおそれがありましたので、緊急性があったものと考えまして、このような調整をさせ

ていただいているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  正式に買取り申出が出されてからの予算提案ではちょっと間に合わないという

判断ですか。 

１．理事兼都市まちづくり部長（竹内一生）  お答えします。 

        生産緑地の買取り申出の制度の中では、一定市に受付をさせていただいた後、関係各課

に回らせていただいて、買取り申出がある場合については買取りをいただいているという

ようなシステムで動かしていただいております。 

        ただ、買取り申出をされる際には、一定弁護士相談をさせていただいた結果、仮契約的

な意味合いも含むということも弁護士から指示を受けておりますので、買取り申出を行う

際には予算的な裏づけがないと買取り申出をすることは難しいですよというお話もいただ

いておるので、その旨も含めまして全庁的にはその旨を周知させていただいておりますの

で、地域のほうで予算化をされた上で出てきたときには速やかに買取り申出ができるよう

な手はずとしての事前の予算化というふうなことは認識をしております。 

１．委員（皿海ふみ）  その点は分かりました。 

        それで、あと、その前の１３ページの一番後の地図の位置関係なんですけれども、本郭

のど真ん中のところに筆を今回購入したということで、前回１２月議会で北側のかなり広

いところを全面的に取得をして、あと市の土地であったり宅地であったりということで、

本郭部分については、取得する予定というのはもうこれで完了、終わりになるという認識

でいいんでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 

        これ以外の土地に関しましてはもう住宅が建っておりますので、本郭部分に関しまして

はこれでいきますところは買取りのお話をしていただいて、考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  そうしますと、１６ページの請求資料のところで、この間、庁内で今後の土地

取得について検討された経過を出してほしいということで今回資料出していただいたんで

すけれども、その中で、第１期、１６ページのところ、本郭の部分については１７３６と

３７で完了して、続いて第２期に二郭の部分についても今後土地買取りの交渉を進めてい

くというようなことを庁内で検討されているという資料だと思うんですけれども、これは

今後、第２期の二郭の部分も取得を進めていくという方針が庁内では確認されているとい

う認識でいくんでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 



 

－２５－ 

        本郭及び二郭までのエリアにつきましては、平成３０年５月に取りまとめました方向性

のものでございまして、この資料の１２ページ目のほうにお示しさせていただいておりま

す平成３０年５月の方向性についてのことを指しておりますけれども、これに基づきまし

て庁内の検討をしまして、市長、副市長にも確認していただいたものでございます。 

        改定の場合には財源確保が前提となりますので、それらを含めて庁内の合意形成を経た

ものでございます。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  確かに本郭の部分と二郭の部分は平成３０年の史跡の範囲には入っているんで

すけれども、この１２ページの資料を見ましても、買取りの申出があった場合にはその都

度協議して買取りするというだけで、積極的に取得をしていくという方針にはなっていな

い中で、今後取得の方向に振り返っていくということが庁内で方針として確認されている

のであれば、今回、２筆の追加を指定された時点で、全体としてこういう計画で考えてい

るということを示された上で提案されるべきだったんじゃないかなというふうに思うんで

すけれども、そのあたりいかがでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 

        市としましては、令和７年、昨年の１１月１２日の全員協議会や１２月補正予算計上時

に先行しました本郭の今回のちょうど北側部分の買取りについてご説明を行っており、今

回はそれに隣接した一体の土地であること、また同一の防災公園として整備を行う計画地

であることから、全員協議会で改めて説明の必要はないものと考えたところでございます。 

        また、３月に文化財審査委員会、それを受けまして文化庁の調査を予定しておりました

ので、それぞれのご意見をいただいた後に改めて整理をし、議会のほうに説明を行いたい

と考えていたところです。 

        しかしながら、所管課としまして、もう少し丁寧な説明が必要であったと思っておりま

して、反省しているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  今回、２筆の購入の提案をされているんですけれども、資料の請求をしなけれ

ばどこまで市が買い取ってどう保存活用していくというのがさっぱり分からないまま、ま

ずこの２筆をもう一回、２回目という提案になっているので、本来こうした市としての全

体的な計画を示していただいた上で提案されるべきだったというふうに思っております。 

        もう少し確認させてほしいんですけれども、資料の１４ページのところに戻りまして、

文化財審査委員会のほうで、大阪府の史跡ではなく国の史跡化を検討してほしいみたいな

意見、指摘がついたということなんですけれども、その点は、市として国の史跡化を目指

すような方向に今、転換しているんでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 

        文化財審査委員会の専門委員のご意見としまして、改めて一度は断念したんですけれど

も、国の史跡を目指すべきというご意見もあり、大阪府を通じて文化庁とも協議を始めた

ところでございます。昨日、文化庁の調査官が来られて、現地のほうへ我々が案内したと

ころでございます。 

        国の見解によっては、改めて３０年５月の方向性について見直しを行う必要があると考

えておりますが、現時点では、昨日のそういう調査官の調査を踏まえての持ち帰っていろ

いろ検討されるということでございますので、その回答待ちというところでございます。 



 

－２６－ 

１．委員（皿海ふみ）  国史跡の可能性については、これから集計とか検討前という感じだというふう

に受け止めました。 

        今回２律を買い足して前回１２月に購入した土地と一体的に防災公園として整備するん

だということで、基本設計とか詳細設計の昨年度の予算という設計のほうはもう発注をし

ているのか、面積が増えたので設計の予算も増額になるのかなと思うんですけれども、そ

のあたりどうなんでしょうか。 

１．危機管理室長（久保田剛司）  お答えさせていただきます。 

        対象地の区域、今回強化ということを含めまして、委託費用、委託の設計費用を再度積

算させていただいたところ、当初いただいている予算の範囲内で結果的には収まったため、

用地収得の今回の補正予算のご承認をいただいた後に、速やかに入札の手続に入るような

準備はさせていただいてございます。 

１．委員（皿海ふみ）  面積が結構広がったのに同じ予算内でいけるというのがちょっと理解できない

んですけれども、例えば試掘の範囲が広がったりとか、いや、もともとその予算でいける

んやったらもっと低いので前回かけとかなあかんかったん違うかなと思うんですけれども。 

１．危機管理室長（久保田剛司）  お答えさせていただきます。 

        当初の予算は概算額でいただいていたところがまず一つございます。今回追加となる土

地の整備につきましては、資料の中にもありますように、基本的にはほぼほぼ現状維持と

いうふうな形になってございますので、大きく面積は増えたものの、大きく整備というふ

うなところが想定できないものですので、その設計費用の中に増額分が大きく増えていな

いというところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  そうしたら、今後、もし本格的に試掘するとかいうことになったらまた別で、

しっかり上がってくるようなことになるんでしょうか。 

１．文化観光課長兼教育文化会館長（真鍋成史）  お答えいたします。 

        試掘費に関しましては、もう先に３００万出していただいておりまして、今後整備とか

に当たりまして、郭の上などを学術的な調査をするということに関しましては、文化庁、

国の補助金などを活用しながら確認調査、発掘調査のほうはしていきたいと考えておりま

す。 

１．委員（皿海ふみ）  ちょっとまだ分からないところもあるんですけれども、せっかくこれだけの土

地を取得しているので、保存活用、市民の方にとっても親しまれるようないい公園になる

ようにというところで、もう少しいろいろ詰めた検討もお願いしたいなと思います。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（松村紘子）  １５６ページの指定管理業務範囲の一部変更に伴う施設予約システムの改修委

託業務についてもちょっとお聞きしていきたいんですが、現状の交野市総合体育館の施設

予約方法における課題と、それがこの予約システムにおいて解消されるのかどうかお聞か

せください。 

１．地域振興部次長兼スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  ご質問いただいたんですけれども、ちょっと

こちらまで聞こえなかったので、申し訳ございません。 

１．委員（松村紘子）  すみません。 

        現状の交野市立総合体育館施設の施設予約方法における課題と、それがこの予約システ

ムの改修によって解消されるのかどうかお聞かせください。 



 

－２７－ 

１．スポーツ青少年課長代理（絹川 誠）  お答えさせていただきます。 

        本システムも改修委託業務ですが、あくまで指定管理の範囲の変更に伴うものの改修で

ございます。現状のいきいきランドの予約システムの課題点の改修作業は今回含まれてお

りません。 

        以上です。 

１．委員（松村紘子）  現状、認定団体さんは、予約の都度、現地でいきいきランドのほうに行って予

約をしないといけないというようなお話もあるんですけれども、それらはこの施設予約シ

ステムの改修によっても変わりませんということでよろしいでしょうか。 

１．スポーツ青少年課長代理（絹川 誠）  回答させていただきます。 

        認定団体につきましては、先押さえという制度がございまして、先押さえにつきまして

は、現在、事前に数か月前に聞いていただきまして、そこで抽せんという形で予約をして

おります。 

        こちらについて、先押さえについては、現状、青年の家にシステムも入っておりません

ので、劇団も青年の家、同じような取扱いで現状、システムは運行されております。 

        以上です。 

１．委員（松村紘子）  そうしましたら、認定団体は都度現地で予約をしないといけないということに

ついては、今後も変わりないということでいいですか。 

１．スポーツ青少年課長代理（絹川 誠）  お答えさせていただきます。 

        現状、システムの改修については検討しておりません。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑ございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  今のシステム改修のところで１点だけ。 

        ゆうゆうセンターの指定管理が直営になる予定だと思うんですけれども、そこに関連す

るシステム改修というのはないんでしょうか。 

１．財務課長兼上下水道部（厚主敏治）  お答えします。 

        特に、今のところ今回上がっている予算の件は管理部門が変わることによる切替えみた

いなところが主になりますので、ゆうゆうセンターに関しては、今まで指定管理だったも

のがそのまま直営として同じシステムを使う形になりますので、現時点でそこに対するシ

ステム改修というのは考えておりません。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかにないようでしたら、教育総務費、社会教育費及び保健体育費に関する

質疑はこの程度とさせていただきます。 

        ここまで全体を通して聞き逃した質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ないようでしたら、これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  議案第４２号については賛成をいたしますが、幾つか指摘をしたいと思います。 

        深刻なハラスメントの可能性がある事案を含む内部通報を１年以上も放置した問題を背

景にハラスメント防止に関する予算が計上されておりますが、ハラスメント調査など一連



 

－２８－ 

の対応について法的総サポートを強化するとのことについては一定理解するものの、大き

な課題の一つは、本人あるいは内部通報を問わず、ハラスメント事案の調査の公平・公正

性、独立性をいかに確保するのか、そのためのルールづくり、環境づくりがなければ、法

的な指導・助言体制を整えたとしても、本質的な改善になるかどうか大きな疑問が残るこ

とを指摘しておきます。 

        なお、先月、第三者委員会の報告は提出されていますが、いまだ議会にその内容が示さ

れていないことについては、このハラスメント事案の対応について、やはりその報告書が

前提とした議論がない限り、本質的な議論が進みませんので、この際、公表を速やかにし

ていただくように要望をしておきます。 

        ルクセンブルクパビリオン部材の再利用による子育て支援施設整備について、歳入の補

正が上がっておりますが、今回この補正を賛成するとはいえ、この施設整備については大

きな疑義があると考えており、そもそも予算には賛成しているものではないことは、この

際申し添えておきます。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって討論を終結します。 

        これより議案第４２号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案どおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係ない理事者は退席いただ

いて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第２５号 専決処分事項報告について（令和７年度交野市一般会

計補正予算（第１０号））を議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の２９ページの私部城跡のところの前回の土地購入の契約が遅れてい

て繰越しというところなんですけれども、いつ契約の予定なのか、もう終わっているのか、

状況を教えてください。 

１．文化観光課長代理（吉田知史）  お答えします。 

        その土地に相手方の土地構成の登記が終わっておりまして、令和８年４月２７日付で契

約を完了したところです。 

１．委員（皿海ふみ）  分かりました。 

１．委員長（岡田伴昌）  皿海委員、よろしいですか。 

１．委員（皿海ふみ）  はい。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 



 

－２９－ 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第２５号を採決します。 

        本件は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり承認すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係ない理事者は退席いただ

いて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  では次に、議案第３１号 交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の８６ページとか、新旧対照表とか、全体、内容が複雑でなかなか理

解は難しいんですけれども、新旧対照表などを見ていると、８６ページのところで外国人

生活保護措置関係情報であって規則で定めるものという項目が１番、２番、３番は残って

いるも、４番、５番、６番は削除されているみたいな、この残っている項目と削除されて

いる項目というのは、どういう違いがあるのかというところ、見方を教えてもらえます

か。。 

１．情報マーケティング課長（藤生英徳）  お答えいたします。 

        今回の準法定事務というところが入りまして、その中に国のほうで特定個人番号を照会

していい事務と、それに対して提供していい個人情報というものが法律で決められていま

す。 

        その中で、今回の追加に関して外国人の事務というものが追加されたものに関しては、

条例のほうも消していると。法律のほうに追加されていないものはそのまま残していると

いった形で対応しております。 

１．委員長（岡田伴昌）  皿海委員、よろしいですか。 

１．委員（皿海ふみ）  国の法律のほうで利用範囲の拡大とか、連携条件の緩和とかがなし崩し的に進

められていく傾向にあるというのは私は問題だと思っているんですけれども、今回のこの

条例改正で、この市が扱う利用範囲の拡大がされたりとか、何か変更ということはないと

いうことでしょうか。 

１．情報マーケティング課長（藤生英徳）  お答えします。 

        今回あくまで不要になったものということで、法律にもう既に規定があるので条例に要

らないといったものを消していますので、これによって紹介できる情報が増えたり減った

りといったことはございません。 

１．委員長（岡田伴昌）  皿海委員、よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 



 

－３０－ 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第３１号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決するものと決しました。 

        間もなく正午となりますので、ただいまから午後１時まで休憩とします。 

（午前１１時５０分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは再開します。 

        次に、議案第３３号 交野市立図書館条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（岡田智里）  参考資料の中で、改正後は委員定数を１２人以内で組織するとあります。まず

はこの定数の根拠について教えていただけますでしょうか。 

１．委員長（岡田伴昌）  ページ数、言っていただいていいですか。 

１．委員（岡田智里）  参考資料１１８ページです。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        他市町村の図書館協議会と比較しましても、１０人程度が一般的な中で１７人というの

は多く、委員数が減ることにより異論がまとまりやすくなり意思決定が迅速になるという

利点も見込まれることから、定数削減の必要性についてはこれまでも認識しておりました。

今回、市民参画を可能にするに当たり、新たな人材が参加、発言しやすい組織運営に切り

替えるためにも、市職員を除いた構成での定数削減を行い、今の人員構成バランスも見て

１２名とさせていただきました。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  ただいまのご答弁に市職員を除いたとありました。現行の委員構成では各教育

関係の市職員が含まれておりますが、改正後の委員構成では当該職員が除かれているとい

った内容となっているかと思うんです。この理由についても教えていただけますでしょう

か。 

１．地域振興部次長兼スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  申し上げます。 

        この理由なんですが、学校教育であったり社会教育、また家庭教育というところを、市

の職員のところも意見を反映させるような協議会の構成になっておりました。そちらのほ

う、市職員ではなく広く他の団体から構成して意見をまとめたいというところがございま

したので、今回このような構成にさせてもらって、市の職員を抜いたところでございます。 

１．委員（岡田智里）  他の団体というところをもう少し詳細に教えていただけますでしょうか。 

１．地域振興部次長兼スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答え申し上げます。 

        交野市内で活動されております家庭教育団体、また学校教育でありましたら小・中・高

の学校の校長先生、社会教育のほうも市内で活動している団体の方にお声がけさせていた

だいて、今現在構成しているところでございます。 



 

－３１－ 

１．委員（岡田智里）  それでは次に、現行の任命基準としては「学識経験を有する者」が含まれてお

りますが、改正後は「学識経験のある者」、両者の違いについて教えていただけますでし

ょうか。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        今回した改正部分に関しては、図書館法施行規則を参照した形にしております。現行の

ものも内容的には変わらないんですが、より忠実に図書館法施行規則に準ずる形にさせて

いただきました。 

１．委員（岡田智里）  では最後に、公募による市民が任命基準に入っておりますが、どのような方法

をもって公募を行うのか教えてください。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        公募につきましては、市及び図書館のホームページ、市ＳＮＳ、市内図書館・図書室・

ブンブン号が各公共施設でのチラシ―このチラシの裏面に申込用紙となったものを配布、

あとポスター掲示等を予定しております。 

        以上です。 

１．委員（岡田智里）  最後の質疑、スケジュールについて教えていただけますでしょうか。 

１．図書館長（原田麻生）  条例改正後、迅速に公募を開始いたします。７月１日公募開始、７月１５

日まで募集をした後、選考委員会にて選考し、決定した後、７月３１日の図書館協議会に

出席していただくようなスケジュールでおります。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  今のところで、市の職員を入らなくするというところで、今少し人数絞ったほ

うが話しやすい面あるなというのは確かにそういう面もあるのかなと思うんですけれども、

例えば子育て関係のこども家庭部とか、保育園での絵本の読み聞かせだったり、今度ルク

センブルクの子育て支援施設に絵本を置けないのかとかそういった面から、入ってもらっ

ていたほうが視野が広がるという面もあるのかなと思うんですけれども、その辺はどうお

考えですか。 

１．地域振興部次長（農業委員会事務局長）（山埜勝哉）  この協議会委員として、例えば部長級の職

員が現時点入っておるんですけれども、それもあるんですけれども、一方で庁内の情報共

有の中で随時協議会委員会の情報については共有させていただいて、個別に担当部署の子

供関係、あるいは学校関係の意見は聴取させていただいて、計画のほうに反映させていた

だきたいと考えております。 

１．委員（皿海ふみ）  あと、市民公募が２人というのが思ったより少なめやなと思っていまして、こ

の委員さん以外でも意見たくさん、利用者はじめ出るように、アンケートであったりワー

クショップであったりというのはどんな感じで取り組まれていくのかお聞かせください。 

１．図書館長（原田麻生）  アンケートにつきましては、無作為抽出のアンケート以外にも館内利用者

向けのアンケートを実施予定にしております。そのほか、学校・こども園と、あと関係団

体に向けたアンケートを実施予定にしております。ワークショップも並行して実施してい

く予定にしております。 

１．委員（皿海ふみ）  アンケートとかワークショップって、ちょっと話あれですけれども、プロポー

ザルの業務の中でされるんですか。 
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１．地域振興部次長兼スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答えいたします。 

        プロポーザルの業者と一緒になってやっていく予定にしております。 

１．委員（皿海ふみ）  請求資料の４ページのところで、今後の図書館協議会と計画策定のスケジュー

ルを出していただいているんですけれども、これを見ますと、先ほど７月に公募して７月

３１日が１回目ですよね。１回目、顔合わせとちょっと簡単な、１回目なのでという。そ

の後もうすぐ９月に計画骨子案の審議で、１１月にはもう素案の審議があってパブリック

コメントへみたいなので、ちょっとあまりにも期間を詰め過ぎじゃないかなというふうに

思っていまして、せっかく協議会で市民さんも入れてこれから立ち上げていくということ

なので、出された骨子案とかにちょっと意見があればお願いしますぐらいじゃなくてコン

セプトを、若い人中心がいいのか、子育て世代がいいのか、お年寄りもなのかとか、何か

いろんなコンセプトをたくさん出していただいて骨子案をじっくり練っていくみたいなほ

うがいいんじゃないかなと思うので。３月、計画策定にこだわらず、図書館協議会のご意

見ももう少し丁寧に伺いながらじっくり取り組んでいかれたほうがいいのではないかなと

思うんですけれども、図書館協議会の関わりというところも含めていかがでしょうか。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  今、資料のほうでスケジュール出させてもらっています。基本的には

こういう流れで進めていきたいという思いを持って一定スケジュールはお示しさせていた

だいておりますが、一定余裕を持たせているところは一応ございます。余裕を持たせてい

るところはございますので、結果、アンケートとかワークショップとか必要に応じてこう

いうことをやらなあかんのじゃないかとか、そういうことが出てきた場合には、３月末に

策定というのは必須としてこだわっているわけではございませんが、できる限り３月末を

目指してつくっていきたいと考えております。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 

        ほかに質疑はありませんか。 

１．委員（松村紘子）  同一のところで教えていただきたいんですけれども、ワークショップのメンバ

ーというのは協議会メンバーとイコールになるんですか。どんなメンバーになるのか教え

てください。 

１．図書館長（原田麻生）  お答えします。 

        図書館協議会メンバーではありません。一般市民の方も含めて、これから事業者さんと

一緒に選定方法も含めて検討してまいりたいと思います。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 

１．委員（皿海ふみ）  すみません、１個聞きそびれて。 

        図書館協議会の庶務というんですか、事務局は図書館なのかなと思うんですけれども、

今後この青年の家図書館の基本計画を策定していくときに、図書館が事務局的なというの

はなかなか大変なのかなと思うんですけれども、そのあたりはどのように進められるんで

しょうか。 

１．地域振興部次長兼スポーツ青少年課長（佐伯尚之）  お答え申し上げます。 

        おっしゃるように、協議会のほうは、庶務、図書館というふうになっております。また、

基本計画策定においても図書館というところで事務として行ってまいりますので、全て図

書館がやっていくというような認識で予定しています。 

１．委員（皿海ふみ）  今、何か図書館、人が足りないイメージなので、通常業務でも人が不足してい
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るなというふうに感じているので、そこがこの策定の事務も担っていくというのはちょっ

と大変かなと思うんですけれども。 

１．地域振興部長（西岡浩二）  管理職である我々も含めて事務局として考えておりますので、当然な

がら日常のその図書館業務と並行しながら、我々も協力していくという形で進めていこう

と考えております。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  ないようですので、これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第３３号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者は退席いた

だいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第３９号 訴えの提起についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  請求資料の５ページ、６ページのところで、提出が不可能な理由については市

と相手方の言い分が違うなというところではあるんですけれども、サイダンシツに関して。

幼児プール用滑り台新設に係る設計図書というのはきちんと出されているんでしょうか。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  お答え申し上げます。 

        幼児プールの滑り台についての、特に成果品としては提出されておりません。 

１．委員（皿海ふみ）  市が成果品だと認めるような中身でなくても、何も出ていない状態ですか。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  特に何も提出がございませんでした。 

（「特にでは分からないんちゃうか」と呼ぶ者あり） 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  成果品としては提出がございませんでした。 

１．委員（皿海ふみ）  市の言い分が正当なのであれば、指名停止とかの何か対応とか、どこかのタイ

ミングで取られるんでしょうか。 

１．財政課長兼上下水道部（厚主敏治）  失礼します。 

        契約の不履行という対象になりますので、この案件は確定次第、指名停止なりの措置に

結果としてはなる可能性ありますけれども、現在、争っている最中というところになりま

すので保留しているような形になります。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 

１．委員（黒田 実）  私のほうからも幾つか質疑をいたします。 

        まず、追加資料でこれまでの経緯等も説明いただきました。追加資料の５ページに、業

者選定の状況というところ、制限付一般競争入札、結果的に２者２モン応札ということで
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すけれども、まずこの業者さん、株式会社ＣＡＤＳ、これは当然だとは思うんですけれど

も、いわゆる市の登録業者であったということでお間違いないですか。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  はい、入札参加資格業者で間違いございません。 

１．委員（黒田 実）  入札参加資格として登録業者であるということであったということです。 

        ２者による応札がありました。結果、この当該会社が１千８００万。これ２者ですから

もう一者あったと思うんです。これもう終わっていることなので、参考までにもう一者の

金額についてお聞きします。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  もう一者につきましては、税抜き２千７００万円での応札となって

おりました。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  圧倒的に価格が安い札で入れていただいたということなんですけれども、結果

蓋開けてみると、ちょっとこういうトラブルになってしまったということで、これから逮

捕するということですから両者の言い分をしっかりと裁判所で判断していただくというこ

となんですけれども、この業者選定そのもののプロセスが何か大きな不備があったという

ことにはならないとは思うんですけれども、結果、言ったら、こういうトラブルに巻き込

まれてしまったということは事実だと思います。それで、当然価格が圧倒的に安かったと

いうことは事実なんですけれども、実際こういうトラブルになると、やっぱり結果、市と

しては損害を被るといいますか、いろんな意味で損害が発生することは事実ですので。 

        今後、こういった―なかなか難しいと思うんですよ、入札制度の在り方というのは。

だた、こういったものの再発防止の在り方じゃないですけれども、先ほどこれについては

入札指名停止をする云々の話、これは確定していないからあれなんですけれども、ちなみ

にですけれども、この業者さん、委員会の中でどこまで言えるか分からないですが、他市

でもこういったトラブルを抱えておられるような業者さんなのかどうか、そのあたりはい

かがですか。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  営繕部会というものがありまして、その中でもちょっとお聞きした

段階でありますが、同様の訴訟の案件を提示された市がありますということはお聞きして

おります。 

        以上です。 

１．委員（黒田 実）  他市でも同じような事象―その他市の事象がどうでどういう結果になるのか、

これも分からない中で、当該業者さんをどうのこうのと、この場で言うことはふさわしく

ないとは思いますが、やはり業者選定の在り方については慎重にしていかないといけない

というふうに思うんですけれども、やはり価格が安いからというだけではなかなかいかが

なものかというふうに感想として思いますので、今後こういった、特に設計業務、これは

価格でもなかなか見えないところもあるんですけれども、よりしっかりとしたというか、

適正な業者さんを選定できるような在り方について、ぜひちょっと今後検討していただけ

たらと、意見として申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第３９号を採決します。 

        本件は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        次に、議案第４０号 工事請負契約の締結について（交野市本庁舎耐震・設備等改修工

事）を議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  入札のときの予定価格は事前公表だったのかどうか、確認で教えてください。 

１．財政課長兼上下水道部（厚主敏治）  工事の案件だけ常に事前公表させています。 

１．委員（皿海ふみ）  １５億という大きな契約になりますので、今後、建築資材の高騰とか塗料がと

か人件費がかなり大幅に上がった場合の取決めというのは、契約の中でどのようになるん

でしょうか。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  工事契約書の中には、スライド条項、インフレスライド、物価の上

昇に伴う物価スライド、全体スライド、１年を通して急激なインフレ状態になった場合の

スライドの条項が入っておりますので、それに従って、あと国交省からもガイドライン等、

告示等が出ておりますので、それに従って対応するというところになると思います。 

        以上です。 

１．委員（皿海ふみ）  あと、契約した場合の工事スケジュールで、１４２ページの参考資料でつけて

いただいているのを見たら、議場回りが１月から９月までで、追加資料でつけていただい

た７ページを見ると、３階が４月末、５月から９月までという矢印にはなっているんです

けれども、結局、議場を先に１月からするというようなイメージなのか、ちょっとここの

整合を教えてください。 

１．財産管理室課長（山口茂樹）  議場につきましては、仕様書にも書かせていただいてございますが、

議会の移動等がございますので、８年度の１月から９年度の９月いっぱいまでで仕上げる

ようにとの工程をうたっておりまして、３階につきましては別の工事で進めさせていただ

きますので、議場と３階とは重なる部分はございますけれども、取りあえず別工程で進ま

せていただきますので、その辺はちょっとご協力いただきたいと。 

        以上です。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

１．委員（黒田 実）  議案第４０号については反対をいたします。これまでの改修による庁舎機能の

維持なのか、あるいは大きくもう改築するのかということについては、まだまだ検討する

余地があり大きな疑義があるところでございます。将来負担先送りをするという大きな懸

念もあるところでありますので、この締結については反対をいたします。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに討論はございませんか。 
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（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  それでは、これより議案第４０号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

１．委員長（岡田伴昌）  挙手多数です。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者は退席いた

だいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  では次に、議案第２９号 交野市職員分限懲戒審査委員会条例の制定につい

てを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  審査委員会で審査する際の懲戒処分の基準とかあると思うんですけれども、規

則とか何か指針とか、どういうもので定められているのか教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        国家公務員の指針を参考として策定した懲戒処分の指針といったものがございまして、

そちらのほうに非違行為の標準ケン類型でありますとか標準的な処分量定とか規定されて

おります。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の７１ページの第３条の委員構成なんですけれども、特に難しい案件

以外、弁護士等が入らない場合、副市長と教育長、総務部長、総務部次長で４人だけにな

ってしまうと思うんですけれども、何かちょっと少ないのかなという印象なんですけれど

も、現状はそういった場合、どんなメンバーで何人でやっているのか教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ケース・バイ・ケースでございまして、残った委員だけで審議するのもございますが、

あるいは例えば委員が何でか除斥事由とかに該当してちょっと抜けざるを得ないような案

件におきまして、例えばほかの部の部長であったりだとか、そういう方を指名して委員と

するようなケースもございます。 

１．委員（皿海ふみ）  そしたら、基本的にはこの４人だけなんですけれども、場合によってほかの部

の部長とか理事であったりとかを追加ですることも考えているということでいいんですか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        そうですね、委員おっしゃるとおりで。その第３条の参考資料のところでいいますと、

「③（特に必要がある場合）委員長が指名する職員」というのがございますが、必要であ

ればこちらのほうに当てはめて、ふだんは委員ではない方を委員として指名することもあ

り得るということでございます。 

１．委員（黒田 実）  私からも確認をいたします。 

        今回、追加で頂いた資料で、これ３ページですね、従来の対応の問題点、課題として、

従来はいわゆる庁内委員会で、ただ適正に審査してきたものであると。適正に行ってきて

います、ただ今般の内部通報の件を踏まえると云々となるんですけれども。先ほどの予算

審議でもそうだったんですけれども、これ、分限懲戒処分にまで内部通報のあの問題は全

く至っていませんし、そもそも別物であるところ、今回、附属機関としてすると、より厳
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正にそういった審査をするんだと。それはそれで分かるんですよ。これ理由としてはやっ

ぱりしっくりこない。一連のパワハラ問題は調査がどうだったのかということが大きな争

点で、そこまで全く至っていないので、ちょっと今回、内部通報も踏まえながらとかいう

んですけれども、少しこれ、それが果たして起因なのかどうか。やろうとしていることが

どうだということではなく、この問題点、課題、こういった今回の条例制定の背景、しっ

くりこない。説明を願います。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        繰り返しにはなってしまいますが、あくまで現在のコンプライアンス遵守、そういった

ところでは重要性が叫ばれるご時世、それから内部通報のことがあった一件を踏まえまし

て、やはり誰から見てもより公正な委員会というところで今回提起してものでございます。 

１．委員（黒田 実）  これまでの審査委員会で、なかなか公正、公平が保てなかったとかいうような

ことが明らかであれば分かるんですよ。だけれども、やはり繰り返しの答弁でもやっぱり

しっくりきません。 

        今回、附属機関として格上げをするというか、そういう適切な言葉かどうか分からない

ですけれども附属機関にすると。これはこれで審査会の厳正さをより担保するという趣旨

は理解するんですけれども、いずれにしてもこのパワハラ問題とリンクさせて何か対策を

やっているかのように見えてしまいますので、これはもう分けて考えていただきたいとい

うことをはっきり申し上げておきます。 

        繰り返しになりますけれども、やはりその審査に至るまでの調査の在り方についてのル

ールづくり等、そちらのほうが優先であるというふうに意見として申し上げておきます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

１．委員（松村紘子）  ７２ページの４のところの施行期日及び準備行為のところで、条例を施行する

ために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができるということで書かれてい

るんですけれども、必要な準備行為というのはどういったものがあるんですか、教えてく

ださい。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        今回、外部有識者委員としましては弁護士の方を想定しております。実際に行っている

内容といたしましては、大阪弁護士会のほうに現在委員の推薦依頼を行っているところで

ございまして、これが準備行為に相当します。 

１．委員長（岡田伴昌）  よろしいですか。 

        ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第２９号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 
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        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        次に、議案第４８号 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

１．委員（皿海ふみ）  参考資料の２ページのところで、今回は月額で一律７千９００円増額、影響額

６千１９８万円という内容になっていますけれども、２月に一旦労使合意をする予定だっ

た内容と比べて、ここのあたりどのような状況か教えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        ２月の合意時点では１万１００円程度加算することを想定しておりまして、そこからは

地方財政における国の見込んでいる措置率等を踏まえましてちょっと値に修正があるとい

うところで、再度組合のほうに協力をお願いし、現在７千９００円に至っているものでご

ざいます。 

１．委員（皿海ふみ）  ７千９００円という額になった根拠といいますか、考え方についてもう少し教

えてください。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        １つは先ほど申しました地方財政です。国のほうで地方財政の会計年度の給料改定率が

どれくらい見込まれているのかということ。それから、令和４年頃以降、人事院勧告にお

きましては増額の改定がずっと続いておりますが、今日まで会計年度任用職員の給料表の

改定もほぼ常勤職員の給料表と同様に改定してきて、その結果、毎年、国の財政措置率を

ちょっと超えるような部分というのが累積されてきている現状がございます。そういった

ところの累積値をこれ以上増やさないというところと、それから令和７年度の財政措置率

を踏まえて、今回この７千９００円という額を算出しているところでございます。 

１．委員（皿海ふみ）  国の財政措置が十分でないというのは、多分ほかの自治体でも似たような状況

があるのかなと思うんですけれども、例えば北河内の各市の状況とか分かる範囲で教えて

いただけますか。改定状況を、すみません。 

１．市長（山本 景）  お答え申し上げます。 

        市によるんですが、極端な例、寝屋川市に至ってはもう見直しはしないし、遡及適用す

ら一切していないと。広瀬さん本人に私聞きましたけれども、何でもう年間決まった賃金

で働いている人らに、うち本来、後から払っていますよ、そんなことすんねんというふう

にかなりお怒りのご様子でございました。寝屋川市みたいな例もあり、うちよりもうはる

かにカクカもほとんど上げていないという自治体、期末勤勉手当すら満額で出していない

というようなそういうケースが北河内の中にはございます。 

１．委員（皿海ふみ）  市長のほうも国に要望に行ってくださっていたようにはお聞きしているんです

けれども、交野市、会計年度の割合も多いですし、そこの処遇改善が少し抑えられてきて、

もっと条件のいい他市に流れてしまうとかいうような心配という、影響とかはないでしょ

うか。 

１．人事課長（植垣和貴）  お答えいたします。 

        給与面に関してはそういう金銭的な制約といったところがある中で、一定国を糸口とし

てこういった結果になってしまう分に関してはちょっと我々も正直残念な部分がございま

して、その代わりといっては何なんですが、ほかの勤務条件のところで改善できるところ
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はないかと我々も模索しまして、主に特別休暇等の休暇面のほうをより充実させることで、

それが代わりになるとまでは言いませんけれども、一定少しでもできることは対応させて

もらっているところでございます。 

１．委員長（岡田伴昌）  ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第４８号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        ただいまより理事者の交代をお願いします。残りの議案に関係のない理事者は退席いた

だいて結構です。 

（理事者交代） 

１．委員長（岡田伴昌）  次に、議案第４９号 令和８年度交野市一般会計補正予算（第２号）につい

てを議題とします。 

        これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  これをもって質疑を終結します。 

        これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

１．委員長（岡田伴昌）  討論なしと認めます。 

        これより議案第４９号を採決します。 

        本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認めます。 

        よって、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

        以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了しました。 

        なお、委員長報告の作成は、私に一任ということでご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

１．委員長（岡田伴昌）  ご異議なしと認め、そのようにさせていただきます。 

     

～これ以降は、別案件のため省略～ 
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会議の顚末を記載し、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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